
令和３年１２月定例月議会議案一覧 

 

議案番号 件   名 

議案６９ 人権擁護委員候補者の推薦について 

議案７０ 
工事請負契約の変更について（国庫補助事業 （仮称）多世代
交流館整備工事） 

議案７１ 令和３年度豊明市一般会計補正予算（第９号）について 

議案７２ 豊明市共生交流プラザの指定管理者の指定について 

議案７３ 市道の路線廃止について 

議案７４ 市道の路線認定について 

議案７５ 
豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関す
る条例の一部改正について 

議案７６ 豊明市立公民館条例の一部改正について 

議案７７ 豊明市立保育所設置条例の一部改正について 

議案７８ 豊明市児童館条例の一部改正について 

議案７９ 豊明市国民健康保険条例の一部改正について 

議案８０ 豊明市墓園条例の一部改正について 

議案８１ 
豊明市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例の一部改正につ
いて 

議案８２ 豊明市企業立地促進条例の一部改正について 

議案８３ 令和３年度豊明市一般会計補正予算（第１０号）について 

議案８４ 
令和３年度豊明市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に
ついて 

議案８５ 
令和３年度豊明市介護保険特別会計補正予算（第２号）につい
て 

議案８６ 
令和３年度豊明市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
について 

議案８７ 令和３年度豊明市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 



議案第６９号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 下記の者は、令和４年３月３１日任期満了となるので、同人を人権擁護委員

の候補者として推薦するものとする。 

 

  令和３年１１月３０日提出 

 

                           豊明市長  小 浮 正 典      

 

                 記                  

住  所   豊明市前後町 

氏  名   青 木 廣 康 

生年月日    

 

   説 明 

 この案を提出するのは、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会

の意見を求める必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第７０号 

 

   工事請負契約の変更について 

 下記のとおり工事請負契約を変更するものとする。 

 

  令和３年１１月３０日提出 

 

                豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 工 事 名   国庫補助事業 （仮称）多世代交流館整備工事 

２ 工 事 場 所   豊明市二村台１丁目地内 

３ 工 事 の 概 要   旧唐竹小学校の閉校に伴う跡地利用のための全面的な 

           改修及び駐車場等の整備 

４ 請負契約金額   変更前 ９５４，５５８，０００円 

           変更後 ９７３，９１８，０００円 

５ 請 負 契 約 者   名古屋市中区栄３丁目３２番２０号 

           小原建設株式会社 名古屋支店 

           支店長 久野 文也 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、旧唐竹小学校の閉校に伴う跡地利用のための国庫補

助事業（仮称）多世代交流館整備工事の設計変更に伴い、工事請負契約を変更

するため必要があるからである。 

 





















議案第７２号 

 

   豊明市共生交流プラザの指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づ

き、指定管理者の指定について、次のとおり議会の議決を求める。 

 

  令和３年１１月３０日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

  豊明市共生交流プラザ 

２ 指定管理者となる団体 

  名古屋市中村区名駅四丁目４番１０号 

  株式会社トヨタエンタプライズ 

  代表取締役社長 高瀬 由紀夫 

３ 指定の期間 

  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、豊明市共生交流プラザを管理する指定管理者を指定 

するため必要があるからである。 



議案第７３号 

 
   市道の路線廃止について 
 道路法第１０条第１項の規定に基づき、市道の路線を下記のとおり廃止する

ものとする。 

 
令和３年１１月３０日提出 

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

路線番号 路線名 
起       点 
終       点 

摘 要 

３２８１ 栄２８１号 
豊明市栄町神田２５５番地先 
豊明市栄町神田１７７番地先 

附図 

 
   説 明 
 この案を提出するのは、開発により市道を廃止する必要があるからである。 
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議案第７４号 

 

   市道の路線認定について 

 道路法第８条第２項の規定に基づき、市道の路線を下記のとおり認定するも

のとする。 

 

  令和３年１１月３０日提出 

                

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

路線番号 路線名 
起       点 

終       点 
摘 要 

３２８１ 栄２８１号 
豊明市栄町神田８９番地先 

豊明市栄町小松林１０６番地先 
附図 

３４２５ 栄３３４号 
豊明市栄町神田５５番地先 

豊明市栄町小松林１４６番地先 
附図 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、市道として管理するために、新たに市道認定する必

要があるからである。 
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議案第７５号 

 

豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の  

一部改正について 

 豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例を別添のように定めるものとする。  

 

  令和３年１１月３０日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の活動

業務等に応じた加算報酬を支払うために必要があるからである。 



   豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和

４７年豊明市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 

農業委員会会長 月額 ２３，６００ 

農業委員会会長代理 月額 ２１，６００ 

農業委員会委員 月額 ２０，６００ 

農地利用最適化推進委

員 

月額 ２０，６００ 

    」 

を 

「 

農業委員会会長 月額２３，６００に年額として農地利用の最適

化に係る活動及び成果の実績に応じて国から

交付される交付金の範囲内で市長が定める額

を加算した額 

農業委員会会長職務代

理者 

月額２１，６００に年額として農地利用の最適

化に係る活動及び成果の実績に応じて国から

交付される交付金の範囲内で市長が定める額

を加算した額 

農業委員会委員 月額２０，６００に年額として農地利用の最適

化に係る活動及び成果の実績に応じて国から

交付される交付金の範囲内で市長が定める額

を加算した額 

農地利用最適化推進委

員 

月額２０，６００に年額として農地利用の最適

化に係る活動及び成果の実績に応じて国から 



 交付される交付金の範囲内で市長が定める額

を加算した額 

」 

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 



議案第７６号 

 

豊明市立公民館条例の一部改正について 

豊明市立公民館条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。  

 

令和３年１１月３０日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典 

 

説 明 

この案を提出するのは、豊明市立中央公民館を廃止することに伴い必要があ

るからである。 



      豊明市立公民館条例の一部を改正する条例 

 

  豊明市立公民館条例（昭和５２年豊明市条例第２９号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条を次のように改める。 

（設置） 

第２条 市民に対して、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の

事業を開催するため、公民館を次のとおり設置する。  

（１） 名称 豊明市立南部公民館 

（２） 位置 豊明市前後町善江１７３７番地  

 別表を次のように改める。 

別表（第７条関係） 

（単位 円） 

名称 室名 午前 午後 夜間 全日 延長 

9:00～ 

12:00 

13:00～ 

17:00 

17:30～ 

21:00 

9:00～ 

21:00 

21 時を超える 

1 時間 

 

南部 

公民館 

会議室 A 1,290 1,720 1,500 4,510 420 

会議室 B 1,150 1,530 1,350 4,030 380 

作法室 1,290 1,720 1,500 4,510 420 

視聴覚室 1,880 2,500 2,190 6,570 620 

大会議室 2,590 3,450 3,020 9,060 860 

備考 市外の者が利用する場合の使用料は、２倍とする。  

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。  



議案第７７号 

    

豊明市立保育所設置条例の一部改正について 

豊明市立保育所設置条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものと

する。 

 

  令和３年１１月３０日提出 

 

  豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、令和３年度末に豊明市立沓掛保育園を廃止すること

に伴い必要があるからである。 



豊明市立保育所設置条例の一部を改正する条例 

    

豊明市立保育所設置条例（昭和４９年豊明市条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表沓掛保育園の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



議案第７８号 

 

   豊明市児童館条例の一部改正について 

 豊明市児童館条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。 

 

  令和３年１１月３０日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、令和３年度末に二村児童館を廃止することに伴い必要

があるからである。 



豊明市児童館条例の一部を改正する条例 

    

豊明市児童館条例（昭和５２年豊明市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

 別表二村児童館の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



議案第７９号 

 

豊明市国民健康保険条例の一部改正について 

豊明市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものと

する。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

説 明 

この案を提出するのは、出産育児一時金の支給額の見直しに関する健康保険

法施行令等の一部改正に伴い必要があるからである。 



豊明市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

豊明市国民健康保険条例（昭和４７年豊明市条例第６４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条第１項中「４０万４千円」を「４０万８千円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第５条の規定による

出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 



議案第８０号 

 

   豊明市墓園条例の一部改正について 

 豊明市墓園条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。 

 

  令和３年１１月３０日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、市外居住者が勅使墓園の墓所の使用申込みができる

ようにするため必要があるからである。 



豊明市墓園条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市墓園条例（昭和５９年豊明市条例第２０号）の一部を次のように改正

する。 

 第４条中「本市に引き続き６月以上住所を有する世帯主で、現に居住する者」

を「墓所を自己又は自己の親族の墳墓の用に供しようとする者」に改め、同条

ただし書を削る。 

 第９条第２項ただし書を削る。 

 別表を次のように改める。 

別表（第９条関係） 

区分 墓所区画面積 永代使用料 

 

本市に住所を有する者 

 

２平方メートル ３４５，０００円 

３平方メートル ４９７，０００円 

４平方メートル ６６１，０００円 

 

上記以外の者 

 

２平方メートル ４１４，０００円 

３平方メートル ５９６，０００円 

４平方メートル ７９３，０００円 

備考 

 本市に住所を有する者とは、使用の許可を受けようとする日において、本市

に６月以上住所を有する者とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第８１号 

 

豊明市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例の一部改正について 

 豊明市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例の一部を改正する条例を別添

のように定めるものとする。 

 

  令和３年１１月３０日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、土地の埋立て等の許可基準等を見直すために必要が

あるからである。 



豊明市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例の一部を改正する条例 

 

豊明市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例（平成２１年豊明市条例第１

８号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第９号を第１０号とし、第６号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、

第５号の次に次の１号を加える。 

（６） 改良土 土砂又は廃棄物を人為的に加工し、又は添加して、その性

状を加工したものをいう。 

第８条第１項中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り

下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

（２） 埋立て等に改良土を使用するとき。 

第８条第２項を次のように改める。 

２ 市長は、前条第１項の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに

該当するときは、同項の許可をしてはならない。 

（１） 第２６条の規定による命令を受け、必要な措置を完了していない者 

（２） 豊明市暴力団排除条例（平成２４年豊明市条例第２４号）に規定す

る暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

第１０条を次のように改める。 

（名義貸しの禁止） 

第１０条 第７条第１項の許可を受けた者は、自己の名義をもって、他人に当

該許可に係る事業を行わせてはならない。 

第１３条中「又は第９条第１項の許可を受けた者及び第１９条の地位を承継

した者」を「、第９条第１項又は第１９条第１項の許可を受けた者」に、「者」」

を「者等」」に改める。 

第１６条第１項、第１７条第１項及び第１８条中「者」の次に「等」を加え

る。 

第３３条中「第２４条第２号」を「第２５条第２号」に改め、同条を第３５

条とし、第３２条を第３４条とする。 

第３１条第１項中「第２５条」を「第２６条」に改め、同条第２項中「第２

４条第１１号」を「第２５条第１１号」に改め、同条第３項中「第２４条第３



号」を「第２５条第３号」に改め、同条を第３３条とする。 

第３０条を第３２条とする。 

第２９条中「第２５条第１項」を「第２６条第１項」に改め、同条を第３１

条とする。 

第２８条中「第２５条第１項」を「第２６条第１項」に改め、同条を第３０

条とする。 

第２７条中「命じる」を「命ずる」に改め、同条を第２９条とする。 

第２６条中「前条第１項」を「第２６条第１項」に改め、同条を第２８条と

し、同条の前に次の１条を加える。 

（許可の取消し） 

第２７条 市長は、許可を受けた者等が、次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該許可を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により第７条第１項、第９条第１項又は第１

９条第１項の許可を受けたとき。 

（２） 第９条第１項の規定により許可を受けなければならない事項を同項

の許可を受けずに変更したとき。 

（３） 前条第１項又は第３項の規定による命令に違反したとき。 

第２５条第１項中「命じる」を「命ずる」に改め、同条第２項中「第１０条」

を「次条」に、「命じる」を「命ずる」に改め、同条第３項中「者」の次に「等」

を加え、「命じる」を「命ずる」に改め、同条を第２６条とする。 

第２４条中「者」の次に「等」を加え、同条第１号中「第８条第３項」を「第

８条第１項に規定する許可の基準又は同条第３項」に改め、同条第１０号中「第

１９条第２項」を「第２０条第２項」に改め、同条第１１号中「第２１条」を

「第２２条」に改め、同条第１２号中「第２２条」を「第２３条」に改め、同

条第１３号中「第２３条」を「前条」に改め、同条を第２５条とする。 

第２３条を第２４条とし、第２２条を第２３条とする。 

第２１条中「者」の次に「等」を加え、同条を第２２条とする。 

第２０条中「者」の次に「等」を加え、同条を第２１条とする。 

第１９条の見出しを「（相続等）」に改め、同条第１項中「者について」を

「者等について」に、「、分割」を「又は分割」に改め、「又は当該許可に係



る土地の埋立て等の譲渡」及び「又は当該土地の埋立て等の譲渡に係る譲受人」

を削り、同条を第２０条とする。 

第１８条の次に次の１条を加える。 

（譲受け） 

第１９条 第７条第１項の許可を受けた者から当該許可に係る事業の全部を譲

り受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規

則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１） 氏名又は名称及び住所若しくは主たる事務所の所在地並びに法人に

あっては、その代表者の氏名 

（２） 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所若しくは主たる事務所の所

在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（３） 前２号で掲げるもののほか、規則で定める事項 

３ 第１項の許可を受けようとする者は、第２６条第１項又は第３項の規定に

より命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないとき

は、当該許可の申請をすることができない。 

４ 第１項の許可の基準については、第８条第２項の規定を準用する。 

５ 第１項の許可を受けて事業を譲り受けた者は、当該事業に係る第７条第１

項の許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の豊明市土砂等の採取

及び埋立て等に関する条例（以下「改正前の条例」という。）第７条第１項

の許可を受けている者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

に改正後の豊明市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例（以下「改正後の

条例」という。）第７条第１項の許可を受けた者とみなす。 

第３条 施行日前にされた改正前の条例第７条第１項の許可の申請であって、

この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての



許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。 

第４条 この条例の施行の際現に改正前の条例第７条第１項の許可を受けてい

る者に対する改正後の条例第２７条の規定による許可の取消しに関しては、

施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。 

 



議案第８２号 

 

豊明市企業立地促進条例の一部改正について 

豊明市企業立地促進条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものと

する。 

 

令和３年１１月３０日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

説 明 

この案を提出するのは、柿ノ木工業団地への企業の立地促進のため必要があ

るからである。 

 



   豊明市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市企業立地促進条例（平成１６年豊明市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「又は流通業務施設」を「等」に改める。 

第２条第１号及び第２号を次のように改める。 

 （１） 特定地域 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条に規定 

    する市街化調整区域のうち、同法第１２条の４第１号に基づく柿ノ木 

    工業団地地区計画が定められた地域をいう。 

 （２） 工場等 製造業（日本標準産業分類に掲げる大分類Ｅ‐製造業に属 

    するものに限る。）を営む工場、当該工場に関連する研究開発施設又 

    は産学連携を活かした健康長寿分野に関する研究開発施設及びこれに

附帯する施設をいう。 

 第２条中第３号を削り、同条第４号中「又は流通業務施設」を「等」に改め、

同号を同条第３号とし、同条第５号中「又は流通業務施設」を「等」に改め、

同号を同条第４号とし、同条中第６号を第５号とし、第７号を第６号とする。 

 第３条中「又は流通業務施設」を「等」に改める。 

 別表中「又は流通業務施設」を「等」に、「平成１７年度までに」を「愛知

県企業庁から」に改め、「又は特定地域の土地を取得した者から特定地域の土

地を賃借し、２年以内に」を削る。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 







































































































































議案第８７号 

 

 

 

 

 

令和３年度 

 

 

豊明市下水道事業会計補正予算書（第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

議案第８７号  

        

令和３年度豊明市下水道事業会計補正予算（第１号）  

 

（総則）  

第１条 令和３年度豊明市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。   

（業務の予定量）  

第２条 令和３年度豊明市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に

定めた業務の予定量を次のとおり補正する。  

（項目）      （既決予定量）  （補正予定量）  （計）  

１ 接続戸数  24,000 戸 550 戸 24,550 戸 

２ 年間総排水量 6,050,000 ㎥ 60,000 ㎥ 6,110,000 ㎥ 

３ 一日平均排水量 16,575 ㎥ 164 ㎥ 16,739 ㎥ 

（収益的収入及び支出）       

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

     （科目）      （既決予定額）  （補正予定額）  （計）  

収  入  

第１款 下水道事業収益 1,262,906 千円 3,931 千円 1,266,837 千円 

第１項 営業収益 690,577 千円 3,169 千円 693,746 千円 

第２項 営業外収益 570,286 千円 762 千円 571,048 千円 

支   出      

第１款 下水道事業費用 1,262,906 千円 3,931 千円 1,266,837 千円 

第１項 営業費用 1,147,554 千円 2,502 千円 1,150,056 千円 

第２項 営業外費用 111,722 千円 1,429 千円 113,151 千円 

（他会計からの補助金）  

第４条 予算第９条中「１７４，７８８千円」を「１７５，５５０千円」に改める。  

1



 

 

令和３年１１月３０日提出    

        

     豊明市長   小 浮 正 典  

2



（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備考

1
下水道事業
収 益

1,262,906 3,931 1,266,837

1 営 業 収 益 690,577 3,169 693,746

1 下水道使用料 673,585 3,169 676,754

2 営業外収益 570,286 762 571,048

3 他会計補助金 174,788 762 175,550

（単位：千円）

目 既決予定額 補正予定額 計 備考

2
下水道事業
費 用

1,262,906 3,931 1,266,837

1 営 業 費 用 1,147,554 2,502 1,150,056

5
流 域 下 水 道
管 理 運 営 費
負 担 金

290,217 2,502 292,719

2 営業外費用 111,722 1,429 113,151

1
支 払 利 息
及 び 企 業 債
取 扱 諸 費

89,312 1,429 90,741

款 項

令和３年度豊明市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収益的収入及び支出

収　　　　入

支　　　　出

目款 項
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既決予定額 補正予定額 計

1
下水道事業
収 益

1,262,906 3,931 1,266,837

1 営 業 収 益 690,577 3,169 693,746

1 下水道使用料 673,585 3,169 676,754

2 営業外収益 570,286 762 571,048

3 他会計補助金 174,788 762 175,550

既決予定額 補正予定額 計

2
下水道事業
費 用

1,262,906 3,931 1,266,837

1 営 業 費 用 1,147,554 2,502 1,150,056

5
流 域 下 水 道
管 理 運 営 費
負 担 金

290,217 2,502 292,719

2 営業外費用 111,722 1,429 113,151

1
支 払 利 息
及 び 企 業 債
取 扱 諸 費

89,312 1,429 90,741

収　　　　入

支　　　　出

令和３年度豊明市下水道事業会計補正予算（第１号）事項別明細書

収益的収入及び支出

款 項 目

款 項 目
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（単位：千円）

金額

1 下水道使用料 3,169 下水道使用料 3,169

1 他会計補助金 762 一般会計補助金　 762

（単位：千円）

金額

18 負 担 金 2,502 境川流域下水道維持管理負担金 2,502

1 企 業 債 利 息 1,429 企業債利息 1,429

説明

説明節

節
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